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はじめに 

 
 

業務用生ごみ処理機は、近年の循環型社会の形成に向けた取組みの中で、食品廃棄物等の再

生利用、あるいは減量・減容化を目指し、学校、福祉施設、企業の社員食堂、外食産業、スー

パーマーケットなどで設置されてきており、今後、食品関連事業者を中心として一層の普及が

見込まれている。 
 
こうした状況のもと、平成 15 年 11 月に神奈川県大和市のショッピングセンター内の生ご
み処理室が爆発するという事故が発生し、また、業務用生ごみ処理機における火災事故、発煙

が生じるトラブルも数例確認されている。これらの事故やトラブルは、処理過程において加熱

を伴う業務用生ごみ処理機で発生しており、再発防止対策の検討が急務となっている。 
 
このため、環境省より、業務用生ごみ処理機の安全対策指針の検討業務を財団法人廃棄物研

究財団が受託し、安全工学、消防、有機性廃棄物等に関連する学識経験者を含めた検討委員会

（委員長 河村清史 埼玉県環境科学国際センター研究所長）を設置した。本委員会において、

環境省による業務用生ごみ処理機の実態調査結果、大和市消防本部によるショッピングセンタ

ー内事故の原因調査結果等を踏まえて検討を行い、この度「加熱を伴う業務用生ごみ処理機に

おける安全対策指針」がとりまとめられた。 
 
メーカー、設置者等の関係者において、本指針が活用され、加熱を伴う業務用生ごみ処理機

の設計、製造、運転、管理等が適正に行われることを期待するものである。 
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「加熱を伴う業務用生ごみ処理機における安全対策指針」 
 

第１章 総  則 
 
1-1 目  的 
 本指針の目的は、加熱を伴う業務用生ごみ処理機について、関係法令に準拠することに加え

て、必要となる安全対策を示すことにより、火災・爆発に対する安全性の向上を図ることにあ

る。 
（解説） 
○ 平成 15 年 11 月に、神奈川県大和市のショッピングセンター内の生ごみ処理室が爆発す
る事故が発生した。 
○ 平成 17年 3月に発表された消防研究所と大和市消防本部による同事故の火災原因調査で
は、撹拌装置停止後も加熱が継続されたため、処理物が加熱され過乾燥が生じて発火に至り、

さらに燃焼の進行、拡大に伴い十分な空気が供給されず不完全燃焼状態となり、可燃性ガス

が発生、処理室内に滞留し爆発に至った可能性が高いとされている。（参考資料 1） 
○ また、東京消防庁の火災発生事例紹介によれば、一度処理したごみを再度加熱処理すると

いう誤操作が主要因で、業務用生ごみ処理機の出火事故があったことが紹介されている。（参

考資料 2） 
○ さらに、環境省が業務用生ごみ処理機の実態を調査した結果では、加熱を伴う業務用生ご

み処理機において、生成物の異常高温を感知して加熱器が自動停止する装置が装着されてい

ない機種があり、誤操作による発煙事故の事例も報告されている。（参考資料 3） 
○ 以上に鑑み、加熱を伴う業務用生ごみ処理機において、機器の安全装置等の不備、あるい

は誤操作により、火災・爆発事故を引き起こすことのないように、本指針では、加熱を伴う

業務用生ごみ処理機の火災・爆発事故の再発を防止し、同生ごみ処理機の安全性の向上を図

るため、設計、製造、運転及び管理等を行う上で必要となる事項をとりまとめた。 
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1-2 用語の定義 
 本指針において使用する用語の定義は次のとおり。 
 
１. 加熱を伴う業務用生ごみ処理機 
生ごみを微生物や電気・ガス等のエネルギーなどを使用し、再生利用あるいは減量・減

容化を目指して適切な処理を行う機器を生ごみ処理機という。 
このうち、一般家庭よりも多量の生ごみが排出される食品関連施設等で使用されること

を目的に設計されたものを業務用生ごみ処理機といい、さらに、その処理過程で処理物に

熱を加える操作を行うものを加熱を伴う業務用生ごみ処理機という。（以下、特に断りの

ない限り、業務用生ごみ処理機とは加熱を伴うものをいう。） 
 
２. メーカー 
業務用生ごみ処理機の設計、製造を行う者をいう。 
 
３. 設置者 
業務用生ごみ処理機を設置する者をいう。 

 
４. 管理責任者 
業務用生ごみ処理機の運転・維持管理の責任者として、設置者より選任された者をいう。 

 
５. 作業従事者 
業務用生ごみ処理機の運転操作、ごみの投入、生成物の取り出し及び日常点検・保守等

を行う者をいう。 
（解説） 
○ 生ごみとは、具体的には食品の食べ残しや売れ残り、食品の製造、加工、調理の過程にお

いて生じる動植物性残さ等が該当する。 
○ 生ごみ処理機の運転に伴い発生する生成物は、一般的に肥料・飼料などの原料として利用

される。その場合、生成物が適切に引取られるよう、保管場所、引取ルート等を確保してお

くことが重要である。 
○ 一般家庭よりも多量の生ごみが排出され、業務用生ごみ処理機が設置される施設等として

は、食品の製造工場、加工工場、卸売り店、小売店、飲食店その他食事の提供を伴う各種施

設、学校、福祉施設、病院などがある。 
○ 本指針において加熱とは、処理物の乾燥や微生物の活性化等を促進するために処理物を加

熱することをいう。脱臭や排水凍結防止などを目的に行った加熱の排熱を処理物の加熱操作

に利用することも含む。 
○ 業務用生ごみ処理機は、処理方式によりバイオ式、乾燥式、炭化式等に分類される。 
○ バイオ式（主に好気性微生物を利用して生ごみを分解し、減量、減容する方式）は、処理

槽（発酵槽などともいう）に生ごみを投入し、処理槽内に備えた撹拌装置で微生物と混合・

撹拌しながら好気的雰囲気で発酵させるものである。バイオ式の処理プロセスの例を図 1
に示す。 
微生物の活性化と生成物の水分調整のために加熱（保温）装置を備えるものが多いが、そ
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の設定温度は 100℃以下のものがほとんどである。加熱方式は、ヒータ等により処理槽の外
部から加熱する方式、熱風を直接処理物に吹き付ける方式及びそれらの併用式などがある。 
付属装置として脱臭装置を備えるものが多く、前処理（投入、破砕）装置等を備えるもの

もある。また、微生物の菌床あるいは水分調整用として木質チップ、おがくず、米ぬかなど

の副資材を必要とするものが多い。 
機器に投入した生ごみが処理されるまでの時間（以下、標準処理時間という）は、同じバ

イオ式でも機種により数時間～数ヶ月と大きく異なる。 
○ 乾燥式（生ごみに熱を加えて水分を蒸発させることで、減量、減容する方式）は、処理槽

（乾燥槽などともいう）に生ごみを投入し、加熱装置により熱を加えて乾燥させるものであ

る。乾燥式の処理プロセスの例を図 2に示す。 
加熱方式は、ヒータ等により処理槽の外部から加熱する方式、熱風を直接処理物に吹き付

ける方式、それらの併用式の他、真空（減圧）乾燥方式などがある。 
均一に乾燥するために撹拌装置を備え、付属装置として脱臭装置を備えるものが多く、前

処理（投入、破砕）装置等を備えるものもあるので、機器の装置構成はバイオ式と類似して

いる。しかし、乾燥が目的であるため、設定温度はバイオ式に比べ一般的に高く、100℃以
上のものが多い。また、標準処理時間は、バイオ式に比べ短い傾向にある。 
○ 炭化式（生ごみに低酸素濃度状態で熱を加えて、熱分解により炭化物にする方式）は処理

槽（炭化槽などともいう）に生ごみを投入し、低酸素状態で加熱装置により熱を加えて蒸し

焼きにするものである。加熱方式には処理槽の外部から加熱する方式、燃焼ガスを直接処理

物に吹き付ける方式などがあるが、一般的に設定温度は乾燥式よりも高い。 
炭化物とともに発生する熱分解ガスを燃焼する装置と排ガスの処理装置を備える。 
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図 1 バイオ式処理プロセスの例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 乾燥式処理プロセスの例 
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1-3 適用の範囲 
 本指針は、生ごみを減量・減容化することを主目的とした業務用生ごみ処理機に適用する。 
（解説） 
○ 本指針が適用される業務用生ごみ処理機は、処理方式別に見れば、乾燥式とバイオ式の一

部が該当する。 
○ 生ごみを炭化物にする炭化式のものについては、本指針は適用しないものとするが、炭化

式ではその処理過程で可燃性ガス（熱分解ガス）が発生するため、「ごみ処理施設の計画・

設計要領追録版（炭化施設・ごみメタン回収施設）」（平成 15 年 12 月 社団法人全国都市
清掃会議）の 10.1.9安全対策の項等を参考にして事故防止に十分注意する必要がある。 
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第２章 業務用生ごみ処理機における安全対策 
 
業務用生ごみ処理機については、廃棄物処理法、消防法、製造物責任法、電気用品安全法等

の関係法令、日本工業規格（JIS）、日本電機工業会自主基準等の規格に則るとともに、業務
用生ごみ処理機における事故例に即し、以下に示す安全対策に十分留意して、設計、製造、運

転及び管理等を行う必要がある。 
 
2-1 機器・設備に求められる安全対策 

 
2-1-1 温度管理装置 
１. 処理物の温度を推定するために処理槽内等の温度を測定し、測定値が異常高温となっ
た場合に機器全体を自動的に停止する制御機能を有すること。 
２. 異常高温検知によりいったん機器が停止に至った場合は、測定温度が低下しても自動
的に再起動しないこと。 
（解説） 
１.について 
○ 業務用生ごみ処理機に投入される生ごみの性状は一定でなく、食用油などの酸化による

発熱現象を排除できるわけではないので、処理槽内等の温度を測定することにより処理物

の温度を推定できるように措置し、異常高温を検知した場合は機器全体を安全に停止する

とともに、警報を発するシステムを構築する必要がある。 
なお、異常高温とは、メーカーが設定する正常温度範囲の上限値（火災発生危険のない

温度以下とする）を超えた温度をいう。 
○ 温度管理においては、本来、処理物そのものの温度を測定することが望ましいが、技術

的に困難である場合が多く、一般的に処理槽内等の温度により処理物の温度を推定するこ

とになる。 
処理槽内等の温度測定は、蓄熱が生じやすいと考えられる箇所（例えば加熱源の近傍な

ど）や、処理槽内の温度変化を検知し易い箇所（例えば処理槽の排気口付近など）で行う

ことが重要であり、必要に応じ複数箇所で行う。 
なお、処理槽内温度の代わりに処理槽外壁温度を測定する場合において、例えば処理能

力が 500 ㎏／日を超えるような大型機では処理物の温度分布に不均一が生じたことを直
ちに検知できない可能性があるので、測定箇所の選定に注意する必要がある。 
 
２.について 
○ 異常高温により機器が停止した場合は、管理責任者あるいは作業従事者がその原因を調

査し、適切な処置を行わなければならない。再起動は処置完了後に手動で行うものとする。 
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2-1-2 安全装置 
１. 異常により撹拌装置が停止した場合には、加熱装置が自動的に停止する制御機能を有
すること。 
２. 安全装置が作動した場合には、警報等により知らせる装置を備えていること。 
（解説） 
１.について 
○ 撹拌装置が停止した状態で加熱を続けると、処理物の放熱が適切に行なわれない可能性

が非常に高く、その加熱状況によっては過乾燥、発火に至る可能性がある。このため、異

常により撹拌装置が停止した場合には、加熱装置を自動的に停止する必要がある。 
 
２.について 
○ 本指針において安全装置とは、異常や故障を検知した際に安全を確保するためのもので、

自動的に関連装置を停止する制御装置、及び加熱のためのエネルギー源や機器の電源を遮

断する装置などをいう。 
○ 生ごみの投入後は、処理完了まで自動運転できる機種がほとんどであり、作業従事者が

常駐することは少ないため、その間に発生した処理物の異常高温や、撹拌装置の異常停止

などのトラブルは発見されにくい。トラブルの早期発見が事故防止においては重要である

ため、安全装置の作動に連動して警報等（鳴動装置、表示装置など）を発し、作業従事者

等がトラブルの発生を速やかに認知できるようにしておかなければならない。警報等は機

器本体で発するほか、業務用生ごみの処理機の設置状況及び管理体制に応じて、関係者等

が認知できるように措置すること。 
 
2-1-3 室内設置時の設備 
１. 業務用生ごみ処理機を、室内に設置する場合には、必要な設備を設け、当該室を常時
換気すること。 
２. 設置室の出入り口付近に、業務用生ごみ処理機設置状況の概要を表示すること。 
（解説） 
１.について 
○ 業務用生ごみ処理機で異常が生じた場合、機内の処理物から可燃性ガスが発生する可能

性があることから、万一室内に可燃性ガスが漏えいしたとしても、滞留して爆発の要因と

ならないよう屋外へ排出する必要がある。 
なお、当該設置室の換気は、適切な作業環境を維持するためにも重要である。 
○ さらに万全を期すためには、換気のための設備が故障等により停止することも想定し、

同設備の故障発生を警報等により知らせる装置、あるいは可燃性ガス検知・警報器を設け

ることが望ましい。 
 
２.について 
○ 万一火災が発生した場合、消防隊が当該室内の設置物等を事前に把握することで、安全

かつ適切な消火活動が行える。このため、当該室内に業務用生ごみ処理機が設置されてい

ること、機器の処理方式、処理能力、加熱のエネルギー源の種類その他必要な事項を明記

したものを、出入り口付近等、室外の見やすい位置に掲示するものとする。 
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2-2 運転・維持管理に求められる安全対策 
 
2-2-1 管理体制 
設置者は業務用生ごみ処理機の運転・維持管理が適正に行われるよう管理体制を整備す

ること。特に、複数の作業従事者等が関与する設備については、管理責任者を置き体制の

充実を図ることが望ましい。 
（解説） 
○ 大規模スーパーマーケット、百貨店や大型ホテル等のように、生ごみの排出者が複数に

わたる施設、あるいは生ごみの排出量が多く複数の作業従事者を要する施設においては、

設置者は管理責任者を選任し、業務用生ごみ処理機の取扱いに関し管理体制を整備するこ

とが望ましい。（ただし、設置者自らが管理責任者となることを妨げない。） 
○ 管理責任者は、業務用生ごみ処理機に関して十分な知識を有する者とし、必要と思われ

るマニュアルの整備及び教育等を行い、必要事項について作業従事者、生ごみ排出者に周

知徹底するものとする。 
○ なお、管理責任者を置かない場合は、設置者あるいは作業従事者が必要に応じ、管理責

任者の業務を遂行するものとする。 
 
2-2-2 運転管理 
１. 運転管理にあたっては、メーカーより提示された各種マニュアルを熟読しこれに精通
するとともに、疑問点等がある場合は速やかにメーカーに確認すること。 
２. 生ごみの排出者に対し、処理不適物の項目及び各処理不適物混入に起因して発生する
可能性があるトラブル等について周知徹底を図り、生ごみの分別に協力を求めること。 
（解説） 
１.について 
○ 通常の運転管理方法については、メーカーより提示された各種マニュアルに従わなけれ

ばならないが、その内容に疑義等がある場合はメーカーに対し確認し、必要に応じ追加、

訂正等の対応を求める必要がある。 
○ 業務用生ごみ処理機は機種により、生ごみの投入及び生成物の取出しの条件が異なる。

これを理解していない場合、誤操作を招き、トラブルや事故につながる可能性があるので

注意する必要がある。 
例えば、乾燥式では、1 回の処理完了毎に生成物を取り出す必要があるものがあるが、
生成物の取出しが不要であるバイオ式を操作したことがある作業従事者が、これを知らず、

生成物を取り出さないまま運転を開始したため、発火や発煙に至ったトラブル例が報告さ

れている。 
メーカーより提示されたマニュアルに生ごみの投入及び生成物の取出し条件が明記さ

れていない場合は、メーカーに確認する必要がある。 
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２.について 
○ 投入物は生ごみであることから、業務用生ごみ処理機のマニュアルに記載されている処

理不適物が混入する可能性がある。 
処理方式、機種により処理不適物は異なるが、多量の油分は加熱状況によっては発火す

る恐れがある。また、金属類、プラスチック類等は撹拌装置への噛み込みや絡みつき等を

起こし装置が停止する恐れがある。 
従って、管理責任者は生ごみの排出者に対して、処理不適物とその混入に起因して発生

する可能性のあるトラブルや事故を関連づけて教育し、分別に協力を求めることが重要で

ある。 
管理責任者は、メーカーより提示されたマニュアルに処理不適物とトラブルや事故の関

連性が明記されていない場合は、メーカーに確認する必要がある。 
 
2-2-3 保守点検 
１. 日常点検はメーカーより提示された項目、要領、頻度を守って行うこと。 
２. 定期的な保守点検はメーカーにより提示された内容に従い、適切に実施すること。 
（解説） 
１.について 
○ 日常の保守点検項目は、一般にフィルタの点検や清掃、処理槽内の点検や異物除去など

があるが、機種により異なるので、マニュアルに従って確実に行う必要がある。 
 
２.について 
○ 機器の処理性能及び安全性を維持するために行う、加熱装置、撹拌装置、安全装置など

の定期的な保守点検には専門的な技術が必要になることが多いので、メーカーの提示に従

い定期保守整備契約を結ぶこと等により、適切に実施する必要がある。 
 

2-2-4 生成物の保管 
１. 生成物を室内に保管する場合、可燃性ガスが滞留する可能性があることに留意し、換
気設備を設けることが望ましい。 
２. 生成物の保管室の出入り口付近に、生成物の保管状況の概要を表示すること。 
（解説） 
１.について 
○ 生成物の性状（水分）及び保管条件（期間）によっては、嫌気性発酵等により可燃性ガ

スが発生する可能性がある。このため、生成物を室内に保管する場合は、万一可燃性ガス

が発生しても爆発の要因とならないよう、屋外に排出するために換気設備を設けることが

望ましい。 
 
２.について 
○ 2-1-3の２項解説を参照。表示項目は、当該室に生成物が保管されていること、その最
大保管容量その他必要な事項とする。 
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2-2-5 教育の実施 
作業従事者等に対する事前教育等を実施し、運転管理時の留意事項及び異常時の対応等

について周知徹底しておく必要がある。 
（解説） 
○ 作業従事者は、当該機種の処理原理、運転操作方法、日常点検手順、異常発見時の対応

方法等について熟知し、誤操作防止や異常時における安全かつ迅速な対応を心がける必要

がある。 
このため、管理責任者等が作業従事者や生ごみの排出者等に対し事前教育を実施し、必

要な情報や対処方法等を周知徹底する必要がある。 
 
2-2-6 異常時の連絡体制の整備 
異常時における連絡体制等を整備し、関係者に周知しておくこと。 
（解説） 
○ 業務用生ごみ処理機における事故を未然に防止、あるいは万一事故が発生した場合にお

いてもその被害を最小限に食い止めるために、警報やその他の異常を発見した場合の連絡

ルート、対処方法等について定め、作業従事者等に周知しておく必要がある。 
なお、通報のための連絡ルートは、見やすい位置に掲示しておくことが望ましい。 



 参－1

神奈川県大和市のショッピングセンター爆発火災に係る火災原因調査の概要 
 
平成 17年 3月 2日に大和市消防本部より発表された火災原因調査の概要（抜粋）を以下に
示す。 

 
 

１．火災概要 

（１）出火日時等 

出火日時：平成 15 年 11 月５日（水） ２時 00 分頃 

覚知日時：平成 15 年 11 月５日（水） ４時 51 分 

爆発日時：平成 15 年 11 月５日（水） ５時 09 分 

鎮火日時：平成 15 年 11 月５日（水） ６時 08 分 

 

（２）出火場所等 

所 在 地：神奈川県大和市下鶴間一丁目２番１号 

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート構造/地下１階地上５階建て/建築面積19,028㎡、

延べ面積89,384㎡ 

用 途：物品販売店舗 

 

（３）被害状況 

物的被害：１階生ごみ処理室の業務用生ごみ処理機１基焼損、同室の壁体 276 ㎡、外周

フェンス 20ｍ、及び消防車両３台各破損 

人的被害：消防隊員９人、並びに警察官及び警備員各１人、計 11 人負傷 

  

２．調査結果 

（１）出火前における生ごみ処理機の運転状況について 

生ごみ処理機（図１、２）の見分結果、関係者の供述等から、出火前における生ごみ処理機

は、自動投入装置が途中停止、攪拌装置は開始点に戻ったところで停止、エアレーション装置

（生ごみ内部へ熱風を送る装置）は作動状態であったことが認められた。 
 
（２）出火箇所について 

生ごみ処理機発酵槽、及び発酵槽内部の処理物の焼き状況（図３、４）から、出火箇所

は生ごみ処理機発酵槽内の底層部と判定した。 
 
（３）出火原因について 

出火要因については、再現実験等も含めて検討した結果、攪拌装置が停止したにもかか

わらず、エアレーション装置による高温空気（130～150℃）の送風が継続されたことに
より、発酵槽底層部のエアノズル先端付近にある杉チップや処理物が過熱されて徐々に発

火、燃焼に至ったものと考えられる。 

 

参考資料１ 
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（４）出火から爆発に至る経過について 

 出火から爆発に至る経過については、現場調査や再現実験の結果等から以下のように

考察する。 

当初、エアノズル先端付近のみで燃焼していた部分が、拡大、進行するにつれて十分な

空気が燃焼部分に供給されなくなり、不完全燃焼状態（燻焼状態）になった結果、水素、

一酸化炭素、メタン等の可燃性ガスが発生し、発酵槽上部の投入口等のすき間から生ごみ

処理室内へ漏えいし天井部に滞留し始めた。 

 この状態がさらに進んだ結果、生ごみ処理室内の上部で徐々に可燃性ガスの濃度が上昇

し爆発限界内の濃度になっていった。 

 発酵槽内部では、攪拌装置のスクリュー付近の部分が攪拌後の状態となっているため、

他の部分よりも幾分通気性がよく、当該部分の燃焼がさらに進行し表面に達した結果、当

該表面部において燻焼状態から有炎燃焼に変化し、発酵槽内上部に滞留している可燃性ガ

スに着火し、発酵槽内上部が火災になるとともに、その火災の火炎が発酵槽外部へ逸走し、

その火炎により生ごみ処理室内上部に滞留していた可燃性ガスに着火、爆発に至った可能

性が高い。 

 

（５）爆発の威力について 

可燃性ガスが生ごみ処理室内上部に滞留し、上部半分程度が爆発したものとして推定さ

れる爆発の威力と、実際の現場の状況から推定される爆発の威力はオーダー的によく一致

しており、TNT数 kg以下の爆発威力に相当するものと考えられる。 
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図１ 生ごみ処理機の構成 

図２ 生ごみの処理過程 

 図３ 発酵槽底部の炭化範囲（平面） 

図４ 発酵槽内部の炭化範囲［黒い部分が炭化した部分］（断面） 

焼損した生ごみ処理機は、好気

性微生物による発酵・分解作用を

利用して生ごみを肥料原料や土

壌改良材に変える装置である。

装置一式は、発酵槽、微生物脱

臭槽及び自動投入装置で構成さ

れている。 

処理される生ごみは、まず発酵槽中

央部の自動投入装置により発酵槽上

部の投入ホッパから槽内に投入され

る。投入後、攪拌装置で攪拌されると

ともに底部全体に設置されたエアノ

ズルから出る熱風により加熱されな

がら発酵・分解する。その後、発酵槽

内にある乾燥槽で乾燥処理され、最後

に排出口から肥料原料として排出さ

れる。 

発酵槽の底層部にはエアレーショ

ンが槽内に均一に行き渡るように杉

チップと呼ばれる小木片が敷かれて

いる。 

＜参考＞ 

生ごみ処理室

生ごみ処理機
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外国製の生ごみ処理機から出火した火災事例 
 
東京消防庁予防課調査課：外国製の生ごみ処理機から出火した火災，火災（273号），vol.54 

No.6，2004.12，p.57～60 
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業務用生ごみ処理機の実態調査結果 
 
 環境省が平成 16年 4月に、業務用生ごみ処理機の製造メーカー（123社）を対象として実
施した業務用生ごみ処理機の実態調査の結果（回収率 59％、72社）を以下に示す。 
 
１．処理方式 
バイオ式が機種数で 76％、納入台数で 67％と大半を占めており、乾燥式の約 2倍の納
入台数となっている。 

 
 

表 1 処理方式別機種数及び納入台数 
処理方式 機種数 納入台数 

バイオ式 192 （76％） 3,988 （67％） 

乾燥式 50 （20％） 1,902 （32％） 

炭化式 4  （2％） 7  （0％） 

その他方式 8  （3％） 26  （0％） 

合  計 254（100％） 5,923（100％） 

(注) ｢その他方式｣は分解消滅型と回答があったものである。 
 
 

２．納入先 
納入先別の納入台数は、学校が 22％、社員食堂・寮が 18％、福祉施設が 13％、幼稚
園・保育園が 11％の順で上位を占めている。なお、その他業種には、食品加工業者、動
物園、市場等が含まれる。 

 
 

表 2 納入先別納入台数 
納入先の業種 納入台数 

学校 1,228 （22％） 

社員食堂・寮 1,019 （18％） 

福祉施設 701 （13％） 

幼稚園・保育園 635 （11％） 

食堂・レストラン・外食 305  （6％） 

病院 258  （5％） 

スーパー・百貨店 206  （4％） 

官公庁 162  （3％） 

ホテル 160  （3％） 

その他 843 （15％） 

合  計 5,517（100％） 

参考資料３ 
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３．処理能力 
(1) 標準処理量（連続して毎回処理できる最大量） 
バイオ式では 50kg 未満が機種数で 29％、納入台数では 61％を占め、次いで 50kg
～100 kg 未満が機種数で 23％、納入台数で 28％となっており、100kg 未満の納入台
数はバイオ式全体の約 9割を占めている。 
乾燥式では、機種数こそ100kg～300kg未満が32％と最も多いが、納入台数では50kg
～100 kg未満が 67％と最も多く、次いで 50kg未満が 26％となっており、100kg未満
の納入台数は乾燥式全体の約 9割を占めている。また、乾燥式はバイオ式に比べやや処
理量の大きな機器が購入されている傾向がある。 
なお、1,000kg を超える大型機器の納入台数はバイオ式 10 台、乾燥式 2 台の計 12
台である。 

 
 

表 3 標準処理量別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 

標準処理量 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 

50kg未満 55  
(29%) 

2,430  
(61%) 

12  
(24%) 

497  
(26%) 

1  
(8%) 

6  
(18%) 

68  
(27%) 

2,933  
(50%) 

50kg～ 
100kg未満 

44  
(23％) 

1,129  
(28%) 

13  
(26％) 

1,280  
(67%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

57  
(22％) 

2,409  
(41%) 

100kg～ 
300kg未満 

48  
(25%) 

244  
(6%) 

16  
(32%) 

105  
(6%) 

1  
(8%) 

1  
(3%) 

65  
(26%) 

350  
(6%) 

300kg～ 
500kg未満 

18  
(9％) 

32  
(1%) 

3  
(6％) 

17  
(1%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

21  
(8％) 

49  
(1%) 

500kg～ 
1,000kg未満 

14  
(7％) 

27  
(1%) 

2  
(4％) 

1  
(0%) 

2  
(17％) 

1  
(3％) 

18  
(7％) 

29  
(0%) 

1,000kg以上 9  
(5％) 

10  
(0%) 

4  
(8％) 

2  
(0%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

13  
(5％) 

12  
(0%) 

その他 4  
(2％) 

116  
(3%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

8  
(67％) 

25  
(76％) 

12  
(5％) 

141  
(2%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 

(注) 標準処理量欄の｢その他｣は、標準処理量が容量で表示されていたものである。 
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(2) 標準処理時間（機器に投入した標準処理量の生ごみが処理されるまでの時間） 
バイオ式では 12～24時間未満のものが機種数で 77％、納入台数で 66％を占め、次
いで 1日～1週間未満のものが機種数で 7％、納入台数で 24％となっている。 
乾燥式では 12時間未満のものが機種数で 40％、納入台数で 82％を占め、次いで 12
時間～24 時間未満のものが機種数で 48％、納入台数で 18％となっている。乾燥式は
バイオ式に比べ処理時間の短いものが多い傾向にある。 

 
 

表 4 標準処理時間別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 

標準処理時間 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 

12時間未満 6  
(3%) 

10  
(0%) 

20  
(40%) 

1,550  
(82%) 

6  
(50%) 

22  
(67%) 

32  
(13%) 

1,582  
(27%) 

12時間～ 
24時間未満 

149  
(77％) 

2,613  
(66%) 

24  
(48％) 

343  
(18%) 

6  
(50%) 

11  
(33％) 

179  
(70％) 

2,967  
(50%) 

1日～ 
1週間未満 

14  
(7%) 

951  
(24%) 

6  
(12%) 

9  
(0%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

20  
(8%) 

960  
(16%) 

1週間～ 
1ヶ月未満 

3  
(2％) 

73  
(2%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

3  
(1％) 

73  
(1%) 

1ヶ月以上 3  
(2％) 

7  
(0%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

3  
(1％) 

7  
(0%) 

その他 17  
(9％) 

334  
(8%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

17  
(7％) 

334  
(6%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 

(注) 標準処理時間欄の｢その他｣は、「取出し不要」｢連続投入｣と回答があったものである。 
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４．設定温度 
(1) 処理工程の設定温度 
バイオ式では50℃～100℃未満のものが機種数で67％、納入台数で70％を占め、50℃
未満のものを合わせるとほぼ 100％となっている。なお、100℃以上のものが 3機種あ
る。 
乾燥式では 100℃～200℃未満のものが機種数で 42％、納入台数で 78％を占め、次
いで 50℃～100℃未満のものが多い。また、200℃～300℃未満で処理するものも機種
数で 32％、納入台数で 6％となっている。 
 
 

表 5 処理工程の設定温度別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 

設定温度 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 

50℃未満 61  
(32%) 

1,175  
(29%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

5  
(42%) 

8  
(24%) 

66  
(26%) 

1,183  
(20%) 

50℃～ 
100℃未満 

128  
(67％) 

2,810  
(70%) 

14  
(28％) 

306  
(16%) 

3  
(25％) 

18  
(55％) 

145  
(57％) 

3,134  
(53%) 

100℃～ 
200℃未満 

3  
(2%) 

3  
(0%) 

21  
(42%) 

1,488  
(78%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

24  
(9%) 

1,491  
(25%) 

200℃～ 
300℃未満 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

15  
(32％) 

108  
(6%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

15  
(6％) 

108  
(2%) 

300℃以上 0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

4  
(33％) 

7  
(21％) 

4  
(2％) 

7  
(0%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 

 
 

(2) 加熱する場合の吹出し口温度 
バイオ式では加熱なしまたは、50℃未満のものが機種数で 65％、納入台数で 84％を
占めている。なお、100℃以上のものが 10機種ある。 
乾燥式では、100℃以上のものが機種数で 50％、納入台数で 81％を占めている。 

 
 

表 6 加熱する場合の吹出し口温度別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 

吹出し口温度 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 

加熱なし 68  
(36%) 

2,415  
(61%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

5  
(42%) 

8  
(24%) 

73  
(29%) 

2,423  
(41%) 

50℃未満 56  
(29％) 

932  
(23%) 

2  
(4％) 

12  
(1%) 

3  
(25％) 

18  
(55％) 

61  
(24％) 

962  
(16%) 

50℃～ 
100℃未満 

58  
(30%) 

624  
(16%) 

20  
(40%) 

350  
(18%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

78  
(31%) 

974  
(17%) 

100℃～ 
200℃未満 

10  
(5％) 

17  
(0%) 

14  
(28％) 

1,462  
(77%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

24  
(9％) 

1,479  
(25%) 

200℃～ 
300℃未満 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

11  
(22％) 

73  
(4%) 

0  
(0％)) 

0  
(0％) 

11  
(4％) 

73  
(1%) 

300℃以上 0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

4  
(33％) 

7  
(21％) 

4  
(2％) 

7  
(0%) 

吹出し口なし 0  
(0％) 

0  
(0％) 

3  
(6％) 

5  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

3  
(1％) 

5  
(0%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 
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５．生成物 
(1) 生成物の水分 
バイオ式では、水分 20％未満の乾燥した生成物を製造するものが、機種数で 42％、
納入台数で 62％となっている。 
乾燥式では、全ての機種が水分 20％未満であり、そのうち水分 10％未満のものが、
機種数で 34％、納入台数の 74％となっている。 

 
 

表 7 生成物の水分別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 

水分 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 

10％未満 14  
(7%) 

993  
(25%) 

17  
(34%) 

1,407  
(74%) 

4  
(33%) 

7  
(21%) 

35  
(14%) 

2,407  
(41%) 

10％～ 
20％未満 

67  
(35％) 

1,479  
(37%) 

33  
(66％) 

495  
(26%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

100  
(39％) 

1,974  
(33%) 

20％～ 
30％未満 

31  
(16%) 

313  
(8%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

3  
(25％) 

18  
(55％) 

34  
(14%) 

331  
(6%) 

30％～ 
50％未満 

39  
(20％) 

790  
(20%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

39  
(15％) 

790  
(13%) 

50％以上 21  
(11％) 

181  
(4%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

4  
(33％) 

8  
(24％) 

25  
(10％) 

189  
(3%) 

記載なし 20  
(11％) 

232  
(6%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

1  
(9％) 

0  
(0％) 

21  
(8％) 

232  
(4%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 

 
 

(2) 減容率 
バイオ式では 90％以上減容するものが機種数の 40％、納入台数の 29％、80％～90％
のものが機種数の 42％、納入台数の 40％となっている。 
乾燥式では 80％～90％減容する機器が機種数の 68％、納入台数の 93％となってい
る。 

 
表 8 減容率別の機種数及び納入台数 

バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合  計 
減容率 

機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 機種数 納入台数 
50％未満 0  

(0%) 
0  

(0%) 
1  

(2％) 
17  

(1％) 
0  

(0%) 
0  

(0%) 
1  

(0%) 
17  

(0%) 
50％～ 

80％未満 
30  

(16％) 
1,147  
(29%) 

15  
(30％) 

108  
(6%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

45  
(18％) 

1,255  
(21%) 

80％～ 
90％未満 

81  
(42%) 

1,549  
(40%) 

34  
(68%) 

1,777  
(93%) 

8  
(67％) 

25  
(76％) 

123  
(48%) 

3,396  
(57%) 

90％以上 77  
(40％) 

1,165  
(29％) 

0  
(0％) 

0  
(0%) 

4  
(33％) 

8  
(24％) 

81  
(32％) 

1,173  
(20%) 

記載なし 4  
(2％) 

82  
(2％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

4  
(2％) 

82  
(2%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 
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６．安全対策装置 
処理槽の異常高温を感知した場合に加熱器が自動停止する装置は、回答のあったものに

ついては、バイオ式、乾燥式とも全ての機器に装着されている。 
また、生成物の異常高温を感知して加熱器が自動停止する装置については、バイオ式で

機種数の 49％、納入台数の 44％が装着しており、乾燥式では機種数の 87％、納入台数
の 99％が装着している。 

 
 

表 9 安全対策装置別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 

安全対策装置の内容 
機種数 納入台数 機種数 納入台数 

処理槽が異常高温になる等異常
運転時に加熱器が自動停止する
装置を装着しているもの 

69  
（100％） 

2,919  
（100％） 

30  
（100％） 

1,730  
（100％） 

生成物が設定温度以上となった
場合に加熱器が自動停止する装
置を装着しているもの 

34  
（49％） 

1,270  
（44％） 

26  
（87％） 

1,721  
（99％） 

合計 69  
（100％） 

2,919  
（100％） 

30  
（100％） 

1,730  
（100％） 

(注) 本設問に対して回答がなかったものは集計から除いている。 
 
 

７．設置可能場所 
処理方式によらず、屋外・屋内いずれでも設置可能とする機器が多い。 

 
 

表 10 設置可能場所別の機種数及び納入台数 
バイオ式 乾燥式 その他（炭化式他） 合計 

設置可能場所 
機  種 納入台数 機  種 納入台数 機  種 納入台数 機  種 納入台数 

屋外 45  
(23%) 

400  
(10%) 

3  
(6％) 

6  
(0％) 

7  
(58%) 

10  
(30%) 

55  
(22%) 

416  
(7%) 

屋内 24  
(13％) 

188  
(5%) 

7  
(14％) 

60  
(3%) 

0  
(0％) 

0  
(0％) 

31  
(12％) 

248  
(4%) 

屋内・屋外 123  
(64%) 

3,400  
(85%) 

40  
(80%) 

1,836  
(97%) 

5  
(42％) 

23  
(70％) 

168  
(66%) 

5,259  
(89%) 

合  計 192  
(100%) 

3,988  
(100%) 

50  
(100%) 

1,902  
(100%) 

12  
(100%) 

33  
(100%) 

254  
(100%) 

5,923  
(100%) 

 
 

８．発生した事故例 
製造メーカーが把握している業務用生ごみ処理機の事故については 2 例報告されてい
る。2例とも機種は乾燥式で、原因はいずれも誤操作によるものであり、具体的には以下
のとおりである。 
・ 標準処理時間を越えて長時間運転させ、処理物を炭化させたことにより発煙 
・ 1回の処理完了毎に生成物を取り出す必要がある機種であるにもかかわらず、生成
物を取り出さずに運転を行い、処理物を炭化させたことにより発煙 


